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第７６回中小企業団体全国大会(福井県)が開催されました

宮崎県の全国中小企業団体中央会会長表彰者（順不同・敬称略）

●優良組合　　　新富町管水道工事業協同組合（代表理事　福原正寛 ）
●組合功労者　　宮元進一郎　（日南電気工事業協同組合　代表理事）
　各賞を受賞された皆様、誠におめでとうございました。

　１０月２４日(木)に、福井県福井市のフェニックス・プラ
ザにおいて「つながる　ひろげる　連携の架け橋～幸せ
紡ぎ新しい未来へ～」を大会テーマとして、第７６回中小
企業団体全国大会が開催され、中村保博福井県副知事、
西行茂福井市長、関根正裕株式会社商工組合中央金庫代
表取締役社長、宮川正独立行政法人中小企業基盤整備機
構理事長等多数の御臨席の下、全国から中小企業団体の
代表者約２，０００名が参集し、本県からは54名が参加
しました。
　大会の議事では、中小企業・小規模事業者等の環境変
化対応、成長促進支援等の拡充、中小企業・小規模事業者
の実態を踏まえた労働・雇用・社会保険料対策の推進、中小企業・小規模事業者の積極的な事業活動を支える環
境整備など１４項目を決議しました。
　また、表彰式では、全国の表彰者（優良組合４３組合、組合功労者７２名、中央会優秀事務局専従者２５名）の各
総代に対して、全国中小企業団体中央会の森会長より表彰状と記念品が贈られました。
　続いて、次回の全国大会は、令和７年１１月１２日（水）に広島県で開催されることが発表され、大会旗が森会長
から伊藤學人広島県中小企業団体中央会会長へと継承されました。
　なお、中央会で企画したコースに御参加された方々については、大会前日の１０月２３日に宮崎を出発し、柱状
節理世界三大絶勝の一つである「東尋坊」や恐竜化石の宝庫で世界有数の規模の「福井県立恐竜博物館」、禅の
修行道場「永平寺」などの名所を観光いたしました。
　御参加いただきました皆様には心よりお礼申し上げます。

▲ 【参加者の皆さま】東尋坊にて ▲ 【中央会コース】恐竜博物館

◀ 【開会挨拶】
　 全国中央会　森会長
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デジタル人材育成のための「実践の場」開拓モデル事業のお知らせ
I N F O R M A T I O N

　職業訓練でデジタル分野の知識・スキルを習得した方を採用してみませんか？
　デジタル分野の公的職業訓練を受講した35歳以上の方が、職業訓練で得た知識・スキルを活用し実務経験
を積むための「実践の場」となる派遣就業先を募集しています。

〇ご利用の流れ

１ 職業訓練の受講者：デジタル分野の職業訓練を受講する

２ 企業へ派遣され実務経験を積む：派遣先企業でデジタル関連業務に就業（3～ 6か月）

３ 就職へチャレンジ：派遣期間終了後、引き続き雇用されるか、他企業に就職

※派遣期間中(３～６ヶ月)派遣料金が一定額減額されます。
※対象者の指導等に要するメンター経費が支給されます。
※採用にかかる紹介手数料は無料です。
※「実践の場」での派遣期間終了後、対象者を直接雇用することもできます。
※デジタル分野の公的職業訓練とは、プログラミング、ネットワーク・サーバー管理、WEBデザイン、デー　
　ターサイエンス等の訓練コースを指します。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

約束手形を振り出している発注者の皆様へ
紙の約束手形、やめませんか？

I N F O R M A T I O N

　政府と産業界、金融界は、2026年の約束手形の利用廃止に向けた取組を行っています。
　約束手形による支払いは、 
　　①現金が手元に入るまでの期間が長く、②支払期限前に現金化する際の割引料が高いことから、取引上の
　　　立場の弱い受注側企業に対する資金繰りのしわ寄せになっています。受注側企業への支払いに約束手
　　　形を利用している場合、2026年に向けて以下の対応をお願いします。 

　１ 原則：現金による支払い (インターネットバンキングによる銀行振込を含む) 
　資金繰りのしわ寄せを防止し、受注側企業ができる限り早く現金を受領できるようにするためには、現金
による支払いが大原則となります。サプライチェーン全体で現金払いが進むよう、業界横断的に取組を進め
ていくことが重要です。まずは自社における受注側企業に対する支払方法の見直しをお願いいたします。 

　２ 電子記録債権による支払い 
　現金による支払いの実現が困難な場合、紙の約束手形と同等の機能を持つ支払手段として、電子記録債
権も利用できます。手形振出しや取立てなどの事務手続きを簡素化でき、郵送料や印紙税も不要であるほ
か、紛失や盗難の心配がありません。また、必要な分だけ分割して譲渡や割引ができるなど、手形よりも柔軟
に資金化しやすい特長があります。

詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。
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事業継続力強化計画を策定しませんか？
I N F O R M A T I O N

　近年、大規模な自然災害が全国で頻発しています。加えて感染症などの自然災害以外のリスクも顕在化して
います。こうした自然災害や感染症拡大の影響は、個々の事業者の経営だけでなく、我が国のサプライチェーン
全体にも大きな影響を及ぼすおそれがあります。
　独立行政法人中小企業基盤整備機構では、自然災害の発生や感染症の拡大等の緊急事態に際して、事業を
継続するために予め計画を策定するなど、平時から備えを行えるよう中小企業・小規模事業者を支援していま
す。
　事業継続力強化計画には、 自社だけで策定する「単独型」 と複数の企業や組合などが連携して策定する「連
携型」の 2種類があります。

　１ 計画策定のメリット 
・緊急事態発生時の被害を最小化・事業の早期再開による 顧客からの信頼と事業機会の獲得 
・自社の経営資源の把握、 緊急時対応の共通認識による経営の強靱化

　２ 国の認定を受けるメリット 
・税制優遇・金融支援・補助金の加点措置 
・認定マークの活用による会社の信頼度向上

　事業継続力強化計画の策定支援策

1. 【事業継続力強化計画（通称：ジギョケイ）オンラインセミナー】

　　日　時：毎月第2木曜日　基礎編 10:00～11:00（60分）  応用編 10:00～11:30（90分）

　基礎編　　ジギョケイに関心のある事業者様

　事業継続力強化計画をまったく知らない方でも大丈夫！事前対策の専門家が分かりやすくご説明
します。このセミナーで、災害対策の第一歩「事業継続力強化計画」の概要やメリットが押さえられます。

　応用編　　計画策定を目指す事業者様

　実際に事業継続力強化計画を策定する前にはこちらのセミナーがおすすめです！最新の災害リス
クを踏まえた、事業継続力強化計画を作る際に役立つ手引きやツールをご紹介します。

　　詳しくは、独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。

2. 【「連携」事業継続力強化計画の策定を中小機構が支援します】
　連携体の組成から計画の策定、フォローアップまで、中小機構の専門家が複数回の無料支援を実施します

事業継続力強化計画の策定を検討されている場合には、
中小企業団体中央会へご相談ください。

C H U O K A I  D A Y O R I  N o v e m b e r  2 0 2 4
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九州経済産業局のBCP事例集に宮崎県の中小企業組合が掲載
されました！

I N F O R M A T I O N

　九州経済産業局が公表している「大切なビジネスを守るBCP事
例集」に、延岡地区環境整備事業協同組合、県北環境保全連合協同
組合、延岡地区資源リサイクル協同組合の皆様の取組が掲載されま
した。
　二度目の掲載となるテーマは、『連携事業継続力強化計画の策定
により認知度向上～更なるBCP策定後の効果と新たに着手してい
る取り組み～』と題して、BCPを活用できた出来事、連携事業継続
力強化計画の策定を通じた派生効果、今後取り組んでいきたいこと
等が掲載されています。現在、BCP又は事業継続力強化計画等(連
携型含む)の策定又は申請・更新を検討されている皆様は、ぜひ御参
考ください。

九州経済産業局「大切なビジネスを守るBCP事例集」

　宮崎県の令和６年度９月追加補正予算において、令和６年８月８日の日向灘沖の地震への対応等として中小
企業BCP策定等緊急支援事業が承認されました。

　事業の目的 

　自然災害発生時等における県内企業の災害対応力及び災害後の復旧力を底上げするため、中小企業・小規 
　模事業者の事業継続力を強化する取組に対して支援を行う。 

　事業の概要

BCP策定支援 　3,772千円 
本県版BCP(ひな形)の作成及び普及・啓発

災害対策実行支援 　5,000千円 (補助率1/2以内、 上限額50万円) 
BCP等※１に基づいて実施する災害対策設備等※2の導入費用を補助
※1　BCP等とは、企業が任意に作成する「事業継続計画」及び経済産業大臣が認定する「事業継続力
　　　強化計画」をいう 
※2　自家発電設備、 止水板、 排水ポンプ等、事業活動への影響の軽減に資する機能を有するもの

詳しくは、宮崎県のホームページをご覧ください。

お問合せ先 宮崎県商工政策課　商工団体・商業振興担当　TEL0985-26-7098

中小企業BCP策定等緊急支援事業のお知らせ
I N F O R M A T I O N

１

2



　今般、台風第10号により、県内各地で突風により数多くの箇所で甚大な被害がもたらされました。現
在、応急的な補修工事等が行われており、今後の本格的な復旧工事に伴い、被災した建物の屋根等からの
墜落・転落災害及びがれきの処理作業による労働災害等の発生が懸念されます。これに伴い、宮﨑労働基
準監督署より、今後の災害復旧工事の施工にあたり、下記事項を踏まえた労働災害防止対策について周
知依頼がありました。 

　１ 高所からの墜落・転落災害防止対策について 

高さ2メートル以上の箇所 (作業床の端、開口部等を除く)で作業を行う場合には、労働安全衛生規則（安
衛則）第518条に基づき、足場を組み立てる等の方法により作業床を設置すること。なお、作業床を設置す
ることが困難である場合には、安全ネットを設置すること、労働者に墜落制止用器具を使用させること等
の措置を講じること。また、足場の設置が困難な屋根上作業については、「墜落防止のための安全設備の作
業標準マニュアル」を参考にする等、墜落防止対策を講じて施工すること。

移動はしごを使用する場合には、墜落時保護用の機能を備えたヘルメットを着用して作業を行い、安衛則
第527条に基づき、丈夫な構造であって、著しい損傷、腐食等がなく、その幅が30センチメートル以上の
ものを使用すること。また、移動はしごには滑り止め措置を取り付けること、移動はしごの上方を建築物等
に取り付けること、他の労働者がはしごの下方を支えること等の転位を防止するための措置を講じること。 

脚立を使用する場合には、墜落時保護用の機能を備えたヘルメットを着用して作業を行い、安衛則第528
条に基づき、丈夫な構造であって、著しい損傷、腐食等がないものであって、その脚と水平面との角度75度
以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備え、
踏み面は作業を安全に行うために必要な面積を有するものを使用すること。

物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある場合には、安衛則第538条に基づき、労
働者にヘルメットを被らせて作業を行わせること。 

　２ がれき処理作業における安全衛生の確保について 

円滑な災害復旧の観点から短期間での作業が求められるが、労働災害防止のため、当日の作業内容、安全
上の注意事項等について作業開始前のミーティング等を実施して作業を行うこと。 

がれき処理作業に当たって、車両系建設機械を用いて作業を行う場合の安全の確保については、下記3に
よること。 

がれき処理作業については、適切な呼吸用保護具の着用等、石綿等の粉じんを吸入することを防止するた
めの措置を徹底すること。また、建築物のがれき処理作業や解体作業等の際には、事前に石綿の有無の確
認等を徹底すること。 

　３ 車両系建設機械を用いて作業を行う場合における安全の確保について 

車両系建設機械を用いて作業を行う場合は、安衛則第155条に基づき、作業全体の計画を作成し、これに
基づき作業を徹底すること。  

災害復旧工事においては、特に、車両系建設機械を使用した作業と人力による作業が輻輳して行われるこ
とが想定されることから、安衛則第158条に基づき、立入禁止措置を講じる、又は誘導者を配置してその
者に車両系建設機械を誘導させることにより、車両系建設機械相互又は車両系建設機械と作業員との接
触防止を徹底すること。 

不安定な作業場所において車両系建設機械を使用する場合は、安衛則第157条に基づき、地盤の不同沈
下の防止、必要な幅員の保持等により車両系建設機械の転倒防止対策の徹底を図ること。 

車両系建設機械の運転の業務については、技能講習を修了した者等、必要な資格を有する者に行わせるこ
と。
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台風等による災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について
I N F O R M A T I O N

（1）

（2）

（3）

（4）

（1）

（2）

（3）

（1）

（2）

（3）

（4）
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▲ 研修会風景

▲ 小山講師

有限会社権頭木工所（宮崎市北部工業団地協同組合 組合員）が本会の支援
により先端設備等導入計画及び経営力向上計画の認定を取得しました

R e p o r t

　宮崎市北部工業団地協同組合の組合員である有限会社権頭木工所が本会の支援により先端設備等導入計
画及び経営力向上計画の認定を令和６年９月に取得されました。
　先端設備等導入計画は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画であり、経営
力向上計画は、人材育成やコスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等により、自社の経営力を向上する
ために実施する計画です。いずれの制度においても、認定された事業者は、税制の特例や金融支援等を受ける
ことができます。
　今回の２つの計画策定は約３か月間の取組でしたが、企業経営における様々な観点から現状を把握し、課題
を設定することに注力した結果、経営課題を解決するための計画策定に至ることができました。有限会社権頭
木工におかれましては、今後の計画達成及び目標実現に向けて積極的な取組を実施いただくとともに、加入組
合の組合員の皆様へ本会の支援等をフィードバックしていただくよう依頼しました。

＜計画策定御担当者様からの声＞

　今回、宮崎県中小企業団体中央会から計画策定の支援を受けたことにより、申請書等の作成支援だけで
はなく、我々では気づくことができなかった経営課題を引き出していただき、目標に何歩も近づけたと思い
ます。また、当社の未来を考えるとても良い機会にもなりました。宮崎県中小企業団体中央会の皆様並びに
御担当者様に心より感謝を申し上げます。

　１０月４日(金)に、宮崎市のホテルメリージュにおいて、第１
回組合事務局研修会を開催しました。
　今回の研修会は、「ＡＩ活用はじめの一歩～今からはじめる
未来のビジネス大改革～」と題し、シナスタジア情報設計事務
所代表の小山貴美雄氏に講演いただきました。
　研修会では、ＡＩの急速な普及について説明があり、現在で
はインターネットを活用していると知らないうちにＡＩを利用
していることや、ＡＩを活用して文書の作成や要約、企画の立
案から案内文書の作成まで可能となっていることについて解
説がありました。
　その後、実際にＣｈａｔＧＰＴを各自のスマートフォンで利用
し、文書の要約や企画の立案、案内文書の作成などに挑戦、参
加者は、ＡＩの機能を体感し、楽しみながらも真剣に取り組ま
れていました。

令和６年度第１回組合事務局研修会を開催しました　
R e p o r t
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　９月２６日(木)に、本会研修室及びオンライン(Zoom)で令和
６年度第１回外国人技能実習制度適正化講習会を開催しました。
　外国人技能実習機構福岡事務所熊本支所指導課の児玉哲課
長を講師にお招きし、｢監理団体及び実習実施者における留意
点について｣をテーマとして、各種統計に基づく違反事例等の
状況や正しい労務管理、健康・安全管理等について解説いただ
きました。
　技能実習制度における違反事例の減少・適切な実習監理が
必要とされることから、参加者の皆さんは、真剣な面持ちで聴
講されていました。

令和６年度第１回外国人技能実習制度適正化講習会を開催しました
R e p o r t

▲ 講師：児玉課長

　　過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ

　過労死等防止対策推進法に基づき、毎年11月は「過労死等防止啓発月間」と定められています。月間中は、
「過労死等防止対策推進シンポジウム」の開催やポスターなどによる周知・啓発のほか、過重労働解消キャン
ペーンとして、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導、全国一斉の無料電話
相談「過重労働解消相談ダイヤル」などが行われます。
　詳しくは、厚生労働省の「過労死等防止に関する特設サイト」をご覧ください。

11月は「過労死等防止啓発月間」です
しごとより、いのち。

R e p o r t

九州中小企業組合士協会連合会第３５回通常総会・九州ブロック
合同研修会が開催されました

R e p o r t

　１０月３日（木）から４日（金）にかけて、鹿児島県日置市及び鹿児島市において、九州中小企業組合士協会連
合会第３５回通常総会・九州ブロック合同研修会が開催されました。
　九州中小企業組合士協会連合会は、九州６県の中小企業組合士協会で構成されており、毎年、各県持ち回り
で通常総会と合同研修会を開催しています。
　１日目は、視察研修となっており、協業組合ユニカラーにおいて、「組合が取り組むSDGs」というテーマで施
設見学を行った後、組合設立の経緯等について理事長である岩重昌勝様から御講話をいただきました。次に、
小正嘉之助蒸留所株式会社において、「焼酎製造技術を活用した新たな展開について」というテーマで工場見
学等を行いました。
　２日目は、通常総会が開催され、令和５年度事業報告及び収支決算、令和６年度事業計画及び役員改選等が
原案どおり可決、承認されました。その後、鹿児島県中小企業団体中央会の連携情報課長である坂本和俊氏よ
り、「組合制度を活用した新たな人材確保について」というテーマで合同研修会が開催されました。
　参加者の方々は、研修会にも熱心に参加されるとともに、交流会ではそれぞれが所属する九州各県の状況等
について情報交換を行っていました。



8C H U O K A I  D A Y O R I  N o v e m b e r  2 0 2 4



9 C H U O K A I  D A Y O R I  N o v e m b e r  2 0 2 4



　諸塚神楽は、宮崎県北部エリアの神楽の中でも異色で、その大きな特徴は他に
類のない200体を越す神楽面が残ることにあります。神楽の夜は「脇宿（わきや
ど）」が開かれたり、セリ歌で盛り上がったりと神と人がともに舞い遊ぶ特別な一
夜となります。
　今回紹介する南川神楽は、今でも民家持廻りで毎年実施されます。その民家の
庭には神高屋(みこや)が設けられ、四方の柱には椎の木、屋根は、青竹でつくりま
す。 そこで二十余りの神面をかぶり行列で舞いながら神高屋に舞い込み、八百万
神々を迎え、夜を徹して舞われます。
　南川神楽は、荒神が特徴です。荒神は昔からの地神様で、「七荒神八稲荷」とい
われています。特に「三宝荒神」は、山守のように、それぞれに神主と問答をしま
す。神主は、無断で神楽を始めたことを詫びつつ、荒神様を説得しますが、荒神は、怒りを露わにして抵抗し、周囲の観客もそれに
賛同し、囃し立てます。諸塚神楽の「荒神問答」は、地神様と人間というより、伝統文化と新しい文明の衝突と融合といえるかもし
れません。
　また、この集落は、5つの集落のひとつで毎年順繰りで開催しますが、舞手となるほしゃこ(奉仕者)が多く、賑わいます。
　毎年、2月の第1土曜日に開催され、今年度は、２月１日～２日に開催いたします。
　お時間のある方はぜひお越しいただき、勇壮かつ幽玄な神楽の世界を体感ください。

1 0

ほ
っ
と
ひ
と
息

表紙紹介

ほっとひと息
日南管工事協同組合

理事長 齋藤 章一郎

　皆様にとって、夏の楽しみとは何でしょう？
　私の夏の楽しみは、甲子園で開催される全国
高等学校野球大会です。小学4年生から高校ま
で野球をやっていたこともあり、毎年楽しみにし
ています。
　私が現役の頃は、ＰＬ学園・池田高校・横浜高
校・星稜高校等、高校生離れしたパワーヒッター
が数多く居る強力打線の高校が優勝候補と騒が
れることが多く、実際打力が強みの高校が有力
視され結果を残しておりました。
　しかしながら今年はいわゆる強打の優勝候補
といわれる高校が勝ち上がれず、走攻守のバラン
スが取れている高校が勝ち上がっているように感
じます。
　ルール改正で、低反発バットを使用しているこ
とが一因と言われており、ホームランが激減して
います。ゴロの打球も以前より鋭さが無くなって、
長打、連打、強襲ヒットが以前より期待できない
ためだと思います。

　観戦する時には、ホームランによる大逆転の可
能性にハラハラドキドキしながら楽しめる試合も
野球の醍醐味ではありますが、1点を争う緊迫し
た投手戦でも息もできないくらい見応えがありま
す。また、ノーエラーノーミスで勝ち上がっていく
高校球児を見ていると、大舞台でも日頃の練習成
果が発揮される様は他県の代表であっても応援
したくなります。
　今年は打力に偏らない総合力の高い高校が優
勝しそうです。
　ルール改正という難題に適応した野球にいち
早く取り組んだ指導者や選手達は大変素晴らし
いと感心しきりであります。
　私どもも、働き方改革によるルール改正や物価
高、そして少子高齢化に伴う人手・担い手不足な
ど様々な問題を抱えておりますが、ルールを守り
つつ、創意と工夫でこの難局を打破せねばなるま
いと感じる令和6年の夏でございました。
（宮崎県中小企業組合事務局連絡協議会　会員）

南川神楽の荒神問答

中央会行事予定

令和６年度第２回外国人技能実習制度適正化講習会

開 催 日：令和６年１１月２２日（金）
開催場所：宮崎市「宮崎県中央会研修室、オンライン」

宮崎県中小企業組合士協会研修会

開 催 日：令和６年１１月２８日（木）
開催場所：宮崎市「宮崎県中央会研修室」

中央会新春交流会

開 催 日：令和７年１月２１日（火）
開催場所：宮崎市「ニューウェルシティ宮崎」

宮崎県中小企業組合事務局連絡協議会第２回研修会

開 催 日：令和６年１２月６日（金）
開催場所：宮崎市「ホテルメリージュ」

C H U O K A I  D A Y O R I  N o v e m b e r  2 0 2 4
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木材・木製品
　製材業　製材業は需要低迷により、厳しい状況が続いている。物価高のなか、社員への待遇改善を急ぎたいと考えているが、国

内需要にあまり期待できそうにない。製品の輸出を検討する必要がある。業界全体でアイデアを練り力を合わせ、新しいことにチャ

レンジできる環境づくりが大事だと考える。

　製材業（プレカット）　９月の生産坪数は先月と同じ程度であったが、前年比では６８％と相変わらずの低水準、例年であれば９月

から繁忙期に入る業界であるが、そのような忙しい雰囲気は今のところまったくない。１０月こそいくらか忙しくなるのではないかと

期待したいところではあるが、頼みの非住宅の計画も昨年度と比較すると少ない傾向であり、あまり期待できない状況である。１０月・

１１月の受注が少ないとなれば、おそらく年間通してずっと低水準での推移となり、業界として歴史的な冷え込みとなってくるかもし

れない。

　木製品製造業　１０月からの最低賃金の上昇や社会保険の変更など、人件費の増加が厳しい状態にある。

印　刷
　印刷・同関連業　最低賃金の上昇について、現社員とのバランス、パート従業員の稼働時間などを考えると対応が難しく、逆にコ

ストが上昇することになる。また、人材確保も難しくなる。

　印刷・同関連業　８月に立て続けに襲ってきた地震、台風 (竜巻 )で被災した事業所もいくつかあり、未だに回復してないところも

ある。県内の業界内の景況については全般的に厳しく、見通しもあまり明るくはないようだ。

窯業・土石製品
　窯業・土石製品製造業　 ９月出荷数量昨年同月比１２８％、今年度累計出荷量では昨年対比１０２％となった。出荷減への対応のた

め、組合員２社の集約化を進めている。２工場を１工場に集約化、設備過多を合理化し、人手不足への対応にもなる見込みである。

　窯業・土石製品製造業　 繰越し物件の出荷が間もなく終わろうとしているが、官民とも新規の物件がない。来月からが非常に不安で

ある。今後の官公需の発注状況を注視していきたい。昨年対比の出荷量は８２．６％であった。

情報連絡員 30名　/　回答者数　30名

ＤＩ値は、前月と比較して、売上高は４ポイント低下、収益状況は３ポイント
改善、業界景況は６ポイント低下となった。

情報連絡員報告
令和6年

9月期

全体概況

【前年同月比の業界の景気動向】 （DI値）
令和4年10月～令和5年9月
令和5年10月～令和6年9月【主要3指標DI値推移】

売 上 高項目業種

製
造
業

非
製
造
業

食 料 品

木材・木製品

出版・印刷

窯業・土石

鉄鋼・金属

卸 売

小 売

商 店 街

サ ー ビ ス

建 設

運 輸

30以上 10～30未満 -10～10未満 -30～-10未満 -30未満
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※網掛けについては、特に悪化した項目   ※ＤI値＝［（増加・好転組合数－減少・悪化組合数）／調査対象組合数］×100
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小　売　業

「中央会だより」では、県内中小企業組合の皆様の活動をPRするため、イベント情報や各種研修会・講習会等の開催情報を募集して
おります。お申込み・御相談をいただければ、当会より取材にお伺いします。

中央会だよりに関するお問合せ

宮崎県中小企業団体中央会 [発行人] 堀之内 芳久　[編集人] 野口 和彦
[TEL] 0985-24-4278　[FAX]0985-27-3672
[URL] http://www.himuka.or.jp　[E-mail] info@himuka.or.jp〒880-0013 宮崎市松橋2丁目4番31号 宮崎県中小企業会館3Ｆ

商　店　街
　宮崎市　周辺地域に空き店舗が増えている。新規入居店舗は飲食店が殆どである。

　都城市　大型の台風が接近・上陸したが、警戒した程ではなく大きな被害はなかった。逆に宮崎市内では竜巻で大きな被害が出ていたこ

とに、驚きと自然災害において無力さを感じた。天候が日々変わる月で、気温も暑かったり秋らしい天候だったりと体調を崩しやすい感じであっ

た。イベントなども多数行われ多くの人が来ていたが、その場だけで人が巡回するようなイベントを希望したいと思う。

サービス業
　観光業　来月からの繁忙期に備えてミーティングを行い、注意事項や意見交換等の有意義な話し合いを行うことができた。自然災害（東

北の豪雨や宮崎の竜巻・突風）のための旅行キャンセルも数件あった。被害にあった方々の少しでも早い復興を願わずにいられない。

　自動車整備業　車検入庫台数は前年比微減。半期の車検入庫台数は前年比並み。１０月から値上げするがその影響がでるか注視

したい。

　自動車運転代行業　先月の竜巻被害の影響や大型イベント閑散期の入り始めにもあたり、歓楽街への人出は減少傾向であった。三連

休が２週にわたり続けざまにあったのも影響しているかもしれない。

建　設　業
　管工事業　今期の公共工事（管工事）の受注状況は順調である。また、８月８日の地震発生以降の漏水件数増に伴う漏水工事の受注

が増加している。

　管工事業　最低賃金の値上げにより、下請け単価が上昇、売り上げを圧迫している。

運　輸　業
　軽貨物運送業　９月度は、前年対比で変化が見受けられない状態であり、新規案件も無く停滞した状態で推移している。燃料は

依然として高止まりのまま推移しており、組合員の経営を圧迫している。組合員の高齢化も深刻で、廃業する組合員が徐々に増え

始めてきており、新規開業者募集をしながらの組合運営であり、人手不足が深刻である。他の同業者も同様であり、後継者もなく

自然消滅するような環境の中での経営となっている。

　貨物運送業　原油価格は、引き続き世界経済の減速と世界最大の原油輸入国である中国の軟調な経済指標に対する懸念が下落要

因となる一方、中東の地政学リスクや、ＯＰＥＣプラスがサウジアラビアを含む８か国が取り組む自主的な生産量減産の２カ月延長を

発表したことによる上昇要因とが相殺し合い小幅に上昇する見込みで、国内燃料価格もやや値上げとなる方向である。

　機械器具小売業　前月同様に、車業界はタマ不足といわれる車不足で、オークションの価格は高騰、組合員においては仕入れが高

騰しているため、なかなか仕入れを行うことが困難との意見を耳にする。新車販売は以前よりスムーズに行われているため、年末に

かけて中古車においても流通の流れもスムーズになることが予想できたが、水害により車の需要が高まっており、これもまた仕入価

格高騰に拍車をかけている。先日の宮崎で起こった竜巻や台風被害により、車の修理や買い替えにおいては殺到しているようで、売

上事態は増加しているようだ。

　LPｶﾞｽ小売販売業　９月合成ＣＰ価格 (サウジ通告価格 )は５９７.５㌦ /㌧ (前月比＋１２.５㌦ /㌧ )。８月ＭＢ価格 (米国産平均価格 )

＋(物流経費８７㌦/㌧)は４７７㌦/ﾄﾝ(前月比△２６㌦/㌧)。対顧客電信売相場(８月平均)は１４７.４４円/㌦(前月比△１１.７２円/㌦)。

合成ＣＰ価格は微増、ＭＢ価格は微減、急激かつ大幅に円高が進んだことにより実仕入価格は減となったが、前年比ではまだ高い水

準で推移している。
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テーマ
各テーマを各3回ずつ全12回

経営編（全3回）

戦略計画編（全3回）

人材組織編（全3回）

財務計数編（全3回）

～リーダーシップとマネジメント～

～戦略思考と計画力～

～組織形成と人材育成～

～計数感覚と収益構造～

事業承継・後継者育成

（詳細はTBC事務局までご連絡ください）

2024年6月より全12回を実施予定

25名

営業統括部 TBC事務局

これまで「261名」が受講した人気のセミナーです。
　県内の経営者、後継者等を対象に「次世代塾」を開催いたします。
後継者に求められる「経営力」の基本と応用、実践演習を交え
ながら学んで頂き、異業種間の交流も喜ばれています。

（毎月1回開催）

次世代塾 第10期生募集！次世代塾 第10期生募集！
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